
●北方四島への訪問等の枠組み

※政府は、「我が国国民の北方領土への訪問について」（平成11年９月10日閣議了解）により、我が国国民の北方領土への入域については上記の四島交
流、自由訪問及び北方墓参の枠組みのみとし、これら以外の入域については、北方領土問題の解決までの間、行わないよう要請している。

進水年月 平成 23年 11月

総トン数 1,124 トン

全　長
全　幅 
深さ ( 満載喫水 ) 
航海速力

66.51 ｍ
12.80 ｍ
3.30 ｍ

15.0 ノット

旅客定員 84人

枠組 目的及び開始時期 対象者

①四島交流
（いわゆる「ビザなし交流」）

領土問題の解決を含む日ソ間の平和条約締結問題が解決される
までの間、相互理解の増進を図り、もってそのような問題の解
決に寄与することを目的として、平成４年から実施。（平成３
年４月　日ソ共同声明）

元島民等、返還要求運動関係者、報道関係者、訪
問の目的に資する活動を行う学術・文化・社会等
の各分野の専門家

②自由訪問
人道的見地から、元島民及びその家族による最大限に簡易化さ　
れた訪問として、平成11年から実施。（平成10年11月　モス　
クワ宣言）

元島民等

③北方墓参 遺族の切なる願いに沿い人道的見地から、昭和39年から実施。 元島民等

４ 四島への訪問等

　平成3年10月の日ソ外相間の往復書簡により、 日本国民と四島
在住のロシア人との間の旅券・査証なしでの相互訪問（四島交流）が
平成４年から開始され、相互に訪問し、文化交流会やホームビジッ
ト等の交流を続けてきています。本事業は、領土問題の解決までの
間、総合理解の増進を図り、領土問題の解決に寄与することを目的
としています。

国後島：友好の家

北方四島交流等事業のために「えとぴりか」が設計、
建造されました。

北方四島交流等事業使用船舶　「えとぴりか」

　北方領土は日本固有の領土であるものの、依然としてロシアによる不法占拠が続いています。
　日本国民が、ロシアの発給する査証（ビザ）を取得して北方四島に入域することは、北方領土においてあたかもロシア
側の「管轄権」に服したかのごとき行為であり、北方領土問題に対する我が国の立場と相容れず、容認できません。
　このため政府は閣議了解により、北方領土問題の解決までの間、日本国民による北方領土訪問について自粛を求めて
いますが、特例として下記の枠組みによる訪問、交流等が行われています。

○対　象：全国の中学校・高等学校等
○要　件：「北方領土学習プログラム」のうち
　　　　　２つ以上実施すること。

　次代を担う若い世代の関心を喚起するため、北方領土隣接地域への修学旅行等の誘致支援を行い、より多くの

若い世代が北方領土を直に眺めたり、元島民の方々などから話を聞いたりすることにより、北方領土について深

く正しい理解を身につけられるよう取り組んでいます。

修学旅行の誘致　

四島交流（いわゆる「ビザなし交流」）

○「北方領土を目で見る運動」修学旅行等誘致事業
（独）北方領土問題対策協会では、全国の中学校・高等学校等
を誘致することで隣接地域を活性化し、さらなる北方領土返還
要求運動の推進に寄与することを目的として、北方領土教育を
取り入れた学習プログラムに関わる経費を補助しています。

〇北方領土隣接地域への修学旅行誘致促進のため
　の下見ツアー
　北方領土隣接地域を修学旅行先として検討してもらうた
め、修学旅行を担当する学校の先生を対象とした下見ツ
アーを行っています。

元島民による講話納沙布岬 農業体験

※補助を利用するには修学旅行実施前に申請が必要です。
※参加人数に応じ、限度額がございます。
※経費補助内容は変更となる可能性があるため、詳細につい
ては、（独）北方領土問題対策協会にお問い合わせください。

（URL）https://www.hoppou.go.jp/

○小中学校の学習指導要領（平成29年３月改訂）
　我が国の領土に関する教育等の一層の充実を図るため、中学校学習指導要領・社会科（地理的分野）に加え、小学校
学習指導要領・社会科並びに中学校学習指導要領・社会科（歴史的分野）及び社会科（公民的分野）において「北方領
土」が新たに明記されました。

学習指導要領における「北方領土」の取扱い 北海道では、毎年高校
入試で北方領土に関
する問題が出題され
ているよ。

○高等学校の学習指導要領（平成30年３月改訂）
　我が国の領土に関する教育等の一層の充実を図るため、地理歴史科（地理総合、地理探究、歴史総合、日本史探究）
及び公民科（公共、政治・経済）において「北方領土」が新たに明記されました。

※学習指導要領：文部科学省が学校教育法等に基づき定めている、各学校で教育課程（カリキュラム）を編成する際の基準。

北方領土学習プログラム

a 元島民等による講話

※一部費用
　を除く

b 隣接地域内の北方領土啓発施設における研修

c 北方領土の洋上視察研修

d
隣接地域内の中学校・高等学校等の生徒との
交流研修

e
隣接地域内の基幹産業等の視察・体験を通じ
た北方領土研修

交通費

バス（借上） 全額補助

全額補助

航空機（運賃） 一部補助

宿泊費

一部補助
※隣接地域に宿泊した場合のみ

その他の学習プログラム

一部補助（最大３プログラムまで）
※隣接地域内での参加・体験型学習プログラムを実施した場合

≪補助メニューの概要≫
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表敬訪問 こども園視察 博物館視察 古釜布墓地墓参古釜布墓地墓参博物館視察こども園視察表敬訪問

出港式（根室港） 船内での勉強会 友好の家到着友好の家到着船内での勉強会出港式（根室港）

1日目

島の歓迎 穴澗初等中等学校視察 斜古丹墓地墓参 夕食交流会夕食交流会島の歓迎

4日目
（色丹島）

解団式 根室港入港 記者会見記者会見根室港入港解団式

5日目

住民交流会（獅子舞披露） 意見交換会 ホームビジット 夕食交流会夕食交流会ホームビジット意見交換会住民交流会（獅子舞披露）

3日目
（国後島）

2日目
（国後島）

ふる かま っぷ

あな  ま しゃ  こ   たん

　北方四島在住ロシア人を受け入れて、日本人との意見交換会、ホームビジット、様々な施設の視察や日本文化の体験等を
通じた交流が行われています。

〇令和元年度　兵庫県に受入れ時の北方四島在住ロシア人の言葉
　姫路城や淡路島の視察、地元の大学や中学校への訪問、日本食の体験などの様々なプログラムは興味深く、日本の文
化を勉強する良い機会であり、大変素晴らしい事業でした。地元住民の皆さんと、ホームビジットや意見交換会でお互
いの文化を紹介し、交流を図ることができました。温かい歓迎を受けたことは、忘れがたい思い出であり、お互いの友
情を育むことができました。言葉の壁はありましたが、ストレスに感じることはなく、我々の誰しもが喜んでいまし
た。このような事業によって、「日露間」の交流や相互理解が深まっていくことを感じました。

●北方四島在住ロシア人の受入れ

姫路城の視察 神戸学院大学への訪問 地元住民との意見交換会

上陸用小型船舶で上陸地へ 　　　   いり り ぶし
択捉島：入里節

                        

志発島：カフェノツ墓地

　　　　　 　 

勇留島：税庫前
　　　　   なか の こ たん
国後島：中ノ古丹 多楽島：多楽石

た らく とう た らく いし

し ぼつとう         

ぜい こ まえ

　北方四島交流事業では、四島在住ロシア人との住民交流会、意見交換会、ホームビジット、日本人墓地墓参や様々な施設
の視察等を通じた交流が行われています。

 ※次に掲載されている行程は一例であり、全ての訪問がこの行程となるわけではありません。

●訪問日程の一例（国後島・色丹島）

　平成10年、四島交流による北方領土問題解決のための相互理解の更なる増進を図
るため、 訪問の目的に資する活動を行う学術、 文化、 社会等の各分野※の専門家を我
が国国民の北方領土訪問対象者に加えることとしました。

※自然生態系、歴史文化、地震・火山及び医療の各分野。

●専門家交流

巣箱を見る
（写真提供：北の海の動物センター）

　平成10年11月に小渕総理とエリツィン大統領による首脳会談の結果署名された「モスクワ宣言」において、元島民と
その家族による、最大限簡易化された北方四島への訪問、いわゆる自由訪問の実施について合意されました。
　その後、元島民並びにその配偶者及び子を対象に、旅券・査証なしでかつての故郷を訪問することができる自由訪問が、
平成11年9月より実施されています。さらに､平成20年から元島民の子の配偶者､孫及び孫の配偶者､複数の医師､看護師
が同行できるようになりました。
　自由訪問では元島民やその家族が訪問地に近い浜から上陸し、お墓参りや居住地跡等を散策しています。

自由訪問
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　北方領土への墓参については、先祖の墓をお参りをしたいとの遺族の切なる願いに沿い、政府として人道的見地からこ
れが実現されるよう、ソ連政府と折衝を重ね、その結果、旅券・査証なしで身分証明書により入域するという方式で昭和
39年から北海道の事業として開始されました。その後、一時中断された時期もありましたが、昭和61年以降は、毎年実施
されており、内閣府北方対策本部でも、この実施に際し必要な支援を行っています。
　各所に残されている日本人墓地は、昔から日本人が住んでいたことを物語っています。

特別墓参に使用された航空機（中標津空港） 特別墓参出発式（中標津空港）

　　　    
国後島：泊墓地

　　  るべつ
択捉島：留別墓地

特別墓参出発式（中標津空港）

　平成28年12月の日露首脳会談において、人道的見地から、元島民が高齢となっていることを考慮して訪問手続を改
善することで一致したことを受け、実施しました。航空機での移動が可能となったことにより、所要時間が大幅に短縮
されました。

●航空機特別墓参

たらくとう
多楽島：フルベツ墓地

島への上陸
（国後島：ラシコマンベツ浜）

上陸に向けた準備（国後島）
上陸用小型船舶の２点吊り

     いねもしり
色丹島：稲茂尻墓地

いりりぶし

択捉島：入里節墓地
     とうふつ

国後島：東沸墓地

（参考）令和元年度の実績

①四島交流（いわゆる「ビザなし交流」） ②自由訪問
実施日

5月17日～20日

5月31日～6月3日

6月21日～24日

7月12日～15日

8月2日～5日

8月30日～9月2日

9月20日～23日

計

人数

55人

39人

49人

58人

57人

61人

48人

367人

訪問先

択捉島(トマカラウス、グヤ、十五夜萌)　※洋上慰霊

国後島(東沸、中ノ古丹)

国後島(植沖、植内、ラシコマンベツ)

色丹島(斜古丹・クリル人墓地、アナマ、稲茂尻、チボイ)

国後島(乳呑路、礼文磯、白糠泊)

歯舞群島(勇留島：トコマ、志発島：西浦泊)

国後島(古丹消（洋上慰霊）、ハッチャス、泊（周辺集落)

　   実施日
5月10日～13日
5月10日～13日
5月24日～27日
5月24日～27日
6月  7日～10日
7月  5日～  8日
7月  5日～  8日
7月  5日～15日
8月15日～19日
8月23日～26日
8月23日～26日
8月23日～26日
8月23日～26日
9月  7日～10日
9月13日～16日
9月13日～16日
9月13日～23日
　       計

人数
65人
8人
65人
6人
63人
64人
8人
6人
64人
44人
20人
7人
5人
65人
64人
6人
5人
565人

訪問先
国後島
国後島
色丹島
国後島
色丹島
色丹島・択捉島
色丹島・択捉島
色丹島
国後島・色丹島
国後島
色丹島
国後島
国後島
国後島
択捉島
択捉島
択捉島・国後島

※平成11年度から令和元年度までに103回実施し、訪問者数は延べ5,231人である。

※令和２年度から４年度は、新型コロナウイルス感染症の影響やロシアによるウクライナ侵略を受けた日露関係の悪化により実施できませんでした。

じゅうごやもえ

とうふつ なか  の  こ たん

しゃ こ たん いね も しり

うえんおき うえんない

 ち  のみのち   れ ぶんいそ  しらぬかとまり

 ゆりとう                             し ぼつとう  にしうらどまり

  こ たんけし                                                            とまり

もしりけし

③北方墓参

※昭和39年度から令和元年度までの訪問者数は延べ4,851人である。　
　（昭和43年度、昭和46～48年度、昭和51～60年度の間は中断）

実施日

7月18日～20日

7月26日～29日

計

人数

51人

49人

100人

訪問先

択捉島(ぺケンリタ、オダイベケ（洋上慰霊）、内保（洋上
慰霊）、ウエンバフコツ（洋上慰霊）)

歯舞群島(水晶島：茂尻消、ボッキゼンベ、秋味場)、色丹

島(能登呂、キリトウシ、相見崎)　

※能登呂、キリトウシは悪天候のため上陸できず、相見崎で

　合同慰霊。

の  と  ろ                              あい み さき 

あきあじ ば   

ない ぼ

の  と  ろ    

とまり

※平成4年度から令和元年度までの日本国民の訪問は383回、訪問者数は延べ
14,356人であり、一方、四島在住のロシア人の訪問（受入れ）は263回、訪問
者数は延べ10,132人である。

　航空機による特別墓参
実施日

8月10日～11日

計

人数

67人

67人

訪問先

国後島（泊）・択捉島（留別、ポンヤリ）

※平成29年から令和元年度までの訪問者数は延べ205人である。

る べつとまり

 北方墓参

　令和４年度の北方四島交流等事業は、ロシアによるウクライナ侵略も踏まえ、当面見送ることとなりました。このよう
な状況の中、故郷を思う元島民の方々のお気持ちに鑑み、別途の事業として、令和４年７月から８月にかけて、船舶「えと
ぴりか」による北海道本島側からの「洋上慰霊」が計１０回実施されました。

●洋上慰霊

【北方四島交流等事業の現状】
北方四島交流等事業については、新型コロナの影響やロシアによるウクライナ侵略を受けた日露関係の悪化により、

令和2年度から3年間実施できていません。
　北方墓参を始めとした事業の再開は、今後の日露関係の中でも最優先事項の一つです。一日も早く事業が再開できるよ
う、日本政府として、引き続き、適切に対応していきます。
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